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令和６年度第２回菊陽町定例教育委員会会議録（公開用：要点筆記） 

 

１ 開会及び閉会に関する事項 

開 会 令和６年５月２８日（火） 午後１時３０分 

閉 会 令和６年５月２８日（火） 午後２時４７分 

 

２ 出席委員 

  教 育 長      二殿 一身 

  教育長職務代理者  紫垣 徹 

  教育委員      坂田 和明 

  教育委員      市原 久美子 

  教育委員      山﨑 華子 

 

３ 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名 

  教育部長                矢野 博則 

教育審議員               吉永 公紀 

生涯学習課長兼中央公民館長兼図書館長  岡本 勇人 

スポーツ振興課長            鍋島 二郎 

人権教育・啓発課人権教育・啓発係長   益満 基 

学務課長                平 征一郎 

学務課長補佐兼指導主事兼学校給食係長  髙宗 洋 

学務課総務係長             高木 淳子 

学務課学校教育係            髙山 恵子 

 
４ 公開の審議 

教育長   

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項で「人事に関する事件、その他の事 

件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の三分の二以上の多数で議決したときは、 

これを公開しいことができる」と規定されています。今回の議題は、７件ですが、議題（２）（３）

（４）（５）（６）（７）は、人事及び個人情報に関する案件のため非公開とします。その他につい

ては公開します。 

 

５ 傍聴人の有無 

  なし 

 

６ 議題及び動議を提出した者の氏名 

  （１）菊陽町就学援助支給規則の一部を改正する規則の制定について 

（高木学務課総務係長） 

  （２）菊陽町中央公民館運営審議会委員の委嘱について 
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（岡本生涯学習課長兼中央公民館長兼図書館長） 

  （３）菊陽町武蔵ヶ丘コミュニティセンター運営委員会委員の委嘱について 

（岡本生涯学習課長兼中央公民館長兼図書館長） 

  （４）菊陽町南部町民センター運営委員会委員の委嘱について 

（岡本生涯学習課長兼中央公民館長兼図書館長） 

  （５）菊陽町ふれあいの森研修センター運営委員会委員の委嘱について 

     （岡本生涯学習課長兼中央公民館長兼図書館長） 

  （６）菊陽町学校運営協議会委員の任命について 

（平学務課長） 

  （７）区域外就学願いについて 

     （平学務課長） 

 

７ 質問及び討論 

  （１）菊陽町就学援助支給規則の一部を改正する規則の制定について【公開】 

市原教育委員 

就学援助支給規則第 12 条の認定取下げの申出について、第 2 項を加えるということだが、これ

から運用するのか。 

 

高木学務課総務係長 

 これまでも運用していましたが、適正な事務の遂行のために、条文に加えるものです。 

 

紫垣教育長職務代理者 

 支給規則の別表 2の新入学児童生徒学用品費等の支給額が変更になった理由は何か。 

 

高木学務課総務係長 

 国庫補助の限度単価の引き上げに伴うものです。 

 

  （２）菊陽町中央公民館運営審議会の委嘱について【非公開】 

     なし 

 （３）菊陽町武蔵ヶ丘コミュニティセンター運営委員会委員の委嘱について【非公開】 

     なし 

 （４）菊陽町南部町民センター運営委員会の委嘱について【非公開】 

     なし 

 （５）菊陽町ふれあいの森研修センター運営委員会委員の委嘱について【非公開】 

     なし 

 （６）菊陽町学校運営協議会委員の任命について【非公開】 

   なし 

（７）区域外就学願いについて【非公開】 

    なし 
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８ 議事の大要及び議決 

  （１）菊陽町就学援助支給規則の一部を改正する規則の制定について 

     原案承認 

  （２）菊陽町中央公民館運営審議会委員の委嘱について 

     原案承認 

  （３）菊陽町武蔵ヶ丘コミュニティセンター運営委員会委員の委嘱について 

     原案承認 

  （４）菊陽町南部町民センター運営委員会委員の委嘱について 

     原案承認 

  （５）菊陽町ふれあいの森研修センター運営委員会委員の委嘱について 

     原案承認 

  （６）菊陽町学校運営協議会委員の任命について 

     原案承認 

  （７）区域外就学願いについて 

     原案承認 

 

９ その他の報告 

（１）外国人の就学について（吉永教育審議員） 

市原教育委員 

文部科学省では、外国籍の人が編入する場合、年齢相応のところに編入するとするが、特例で

言語の課題がある場合は、許可を得て学年を下げてもよいとある。この特例のことか。 

 

吉永教育審議員 

  義務教育課に確認しましたところ、特例については、市町村教育委員会の判断で認めてよいとの

回答でした。また、高校教育課にも確認済みです。 

  

１０ その他の報告についての質問及び討論 

   なし 

 

  教育長  それでは、提案された議題については上記のとおり決定してよろしいですか。 

   

教育委員全員  異議なし 


